
 

環境負荷物質管理基準（閾値）：003-01-01A 

 

１．目 的 

この標準は、（株）ティラド（以下、ティラドと言う）が指定する環境負荷物質 

（以下、ＳＯＣと言う）の管理基準（閾値）を明確にすることにより、ＳＯＣへの 

適切な対応が図れることを目的とする。 

 

２．適用範囲 

   この標準は、ティラドにて生産・販売する製品の構成部品・材料・副資材および 

工法等に適用する。 

 

３．化学物質・管理区分の定義 

ティラドがＳＯＣとして指定する化学物質リストとその管理基準は付表に示す。 

但し、付表リストの化学物質を下記に分類し管理を行う。 

3.1 化学物質 

(１) 特別管理ＳＯＣ：ＥＬＶ、ＲｏＨＳ規制の６物質他、付表２の物質（*1） 

(２) ＳＯＣ    ：「特別管理ＳＯＣ」以外の物質 

3.2 管理区分 

(１) 禁止物質   ：環境および人体に有害な影響を与えることが明らかであり、 

           法規制で製造禁止などが要求されている物質と当社が含有を禁止 

する物質。 

           REACH の制限物質、RoHS,ELV の禁止物質を含む物質。 

(２) 監視物質   ：環境および人体に有害な影響を与えることが明らかであり、 

           法規制等で規制対象の物質ならびに社会情勢や技術動向を鑑み当社が 

含有される量を把握・監視する物質で、今後削減を目指す物質。 

 

  *１ カドミウム、六価クロム、鉛、水銀、ＰＢＢ、ＰＢＤＥ等の物質 

 

４．ＳＯＣの化学物質リストと管理基準値（閾値） 

   化学物質リストは付表１に示す。 

   ＳＯＣの管理基準値（閾値）は付表２に示す 。 

管理基準値の区分で、図面上に区分の指示が無い場合は、Ａ区分とする。 

   但し、得意先指示等で管理基準値（閾値）が付表値より厳しい場合、または指定 

ＳＯＣ以外の物質が指定された場合は、図面指示または連絡書(指示書)等を発行する。 

連絡書(指示書)の指示内容は、本管理基準に盛込まれるまで、その指示に従わなければならない。連

絡書(指示書)の書式は任意とするが、対応物質名、管理値、対応方法・時期等を必ず盛込むこと。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



付表１－１ 化学物質リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●禁止物質
No 物質名称 Cas.No. 法・規制名

1 六価ｸﾛﾑ化合物　（環境負荷物質管理基準値（閾値）） 10588-01-9他
RoHS/ELV指令/EU梱包材指令/
（自工会規則-２輪車）使用禁止

2 鉛及びその化合物　（環境負荷物質管理基準値（閾値）） 7758-97-6他
RoHS/ELV指令/EU梱包材指令/独化学品禁止規則/
ﾌﾟﾛﾎﾟｼﾞｼｮﾝ65/（自工会規則-２輪）ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｽｲｽ国内法（閾値
100ppm以下）、REACH（制限物質)

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　（環境負荷物質管理基準値（閾値）） 7440-43-9他
RoHS/ELV指令/独化学品禁止規則/
化学物質規則(ｵﾗﾝﾀﾞ、ﾃﾞﾝﾏｰｸ)/EU梱包材指令、REACH（制限
物質)

4 水銀及びその化合物　（環境負荷物質管理基準値（閾値）） 7439-97-6他 RoHS/ELV指令/EU梱包材指令、REACH（制限物質)

5
ﾎﾟﾘ臭化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ類（ＰＢＢ類）
　　　　　　　　　　　　（環境負荷物質管理基準値（閾値））

59536-65-1
RoHS指令/独ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令/化審法第1種監視物質、
独、ｽｳｪｰﾃﾞﾝの使用禁止物質、REACH（制限物質)

6
ﾎﾟﾘ臭化ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ類（ＰＢＤＥ類）
　　　　　　　　　　　　　　　（環境負荷物質管理基準値（閾値））

1163-19-5
RoHS指令/独ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令/化審法第1種監視物質、
独、ｽｳｪｰﾃﾞﾝの使用禁止物質、REACH（制限物質)

7
三置換有機スズ化合物（ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ類（ＴＢＴ類）、ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ類（ＴＰＴ類）
含む）

1803-12-9,379-52-2
688-73-3他

化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止
76/769/EEC,日本国内法、REACH（制限物質)

8 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ類（ＰＣＢ類） 1336-36-3他
化審法（製造禁止物質）/独化学品禁止規則/[76/769/EEC]/ｽ
ﾄｯｸﾎﾙﾑ条約：特定用途以外使用禁止、REACH（制限物質)

9 ﾎﾟﾘ塩化ﾅﾌﾀﾚﾝ類（塩素数が３以上） 70776-03-3他 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止

10

ｱｽﾍﾞｽﾄ類
・ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ
・ｱﾓｻｲﾄ
・ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄｱｽﾍﾞｽﾄ
・ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｱｽﾍﾞｽﾄ
・ﾄﾚﾓﾗｲﾄｱｽﾍﾞｽﾄ
・ｸﾘｿﾀｲﾙ

1332-21-4他
12001-28-4
12172-73-5
77536-67-5
77536-66-4
77536-68-6
12001-29-5、132207-32-0

安衛法（製造禁止物質）/大気汚染防止法/独化学品禁止規則
/米国EPA協定/[76/769/EEC]：製造･輸入・使用禁止/
REACH（制限物質)

11 放射性物質（ｳﾗﾝ、ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ、ﾗﾄﾞﾝ、ｱﾒﾘｼｳﾑ、ﾄﾘｳﾑ、ｾｼｳﾑ、ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ、他） 7440-61-1他 放射線障害防止法
12 ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 118-74-1 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止

13
1,2,3,4,10,10-ﾍｷｻｸﾛﾛ-1,4,4a,5,8,8a-ﾍｷｻﾋﾄﾞﾛｰｴｷｿｰ1,4-ｴﾝﾄﾞｰ5,8-ｼﾞﾒﾀﾉﾅ
ﾌﾀﾚﾝ（ｱﾙﾄﾞﾘﾝ）

309-00-2 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止

14
1,2,3,4,10,10-ﾍｷｻｸﾛﾛ-6,7-ｴﾎﾟｷｼ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-ｴｷｿ-1,4-ｴﾝ
ﾄﾞ-5,8- ｼﾞﾒﾀﾉﾅﾌﾀﾚﾝ（ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ）

60-57-1 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止

15
1,2,3,4,10,10-ﾍｷｻｸﾛﾛ-6,7-ｴﾎﾟｷｼ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-ｴｷｿ-1,4-ｴﾝ
ﾄﾞ-5,8-ｼﾞﾒﾀﾉﾅﾌﾀﾚﾝ（ｴﾝﾄﾞﾘﾝ）

72-20-8 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止

16 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛ-2,2-ﾋﾞｽ(4-ｸﾛﾛﾌｪﾆﾙ)ｴﾀﾝ(ＤＤＴ) 50-29-3 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止

17
1,2,4,5,6,7,8,8-ｵｸﾀｸﾛﾛ-2,3,3a,4,7,7a-ﾍｷｻﾋﾄﾞﾛ-4,7-ﾒﾀﾉ-1H-ｲﾝﾃﾞﾝ、
1,4,5,6,7,8,8-ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾛ-3a,4,7,7a-ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛ-4,7-ﾒﾀﾉ-1H-ｲﾝﾃﾞﾝ
及びこれらの類縁化合物の混合物（ｸﾛﾙﾃﾞﾝ又はﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ）

57-74-9 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止

18
N,N-ｼﾞﾄﾘﾙ-ﾊﾟﾗ-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ,N-ﾄﾘﾙ-N-ｷｼﾘﾙ-ﾊﾟﾗ-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ又はN,N-
ｼﾞｷｼﾘﾙ-ﾊﾟﾗ-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ

3-146、27417-40-9 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止

19 2,4,6-ﾄﾘ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 732-26-3 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止
20 ﾎﾟﾘｸﾛﾛ-2,2-ｼﾞﾒﾁﾙ-3-ﾒﾁﾘﾃﾞﾝﾋﾞｼｸﾛ[2.2.1]ﾍﾌﾟﾀﾝ（ﾄｷｻﾌｪﾝ） 8001-35-2 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止
21 ﾄﾞﾃﾞｶｸﾛﾛﾍﾟﾝﾀｼｸﾛ[5.3.0.0(2.6).0(3.9).0(4.8)]ﾃﾞｶﾝ（ﾏｲﾚｯｸｽ） 2385-85-5 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止
22 2.2.2-ﾄﾘｸﾛﾛ-1,1-ﾋﾞｽ（4-ｸﾛﾛﾌｪﾆﾙ）ｴﾀﾉｰﾙ（ｹﾙｾﾝ又はｼﾞｺﾎﾙ） 115-32-2 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止
23 ﾍｷｻｸﾛﾛﾌﾞﾀ-1,3-ｼﾞｴﾝ 87-68-3 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止
24 2-(2H-1,2,3-ﾍﾞﾝｿﾞﾄﾘｱｿﾞ-ﾙ-2-ｲﾙ）-4,6-ｼﾞ-tart-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 3846-71-7 化審法（製造禁止物質）：特定用途以外使用禁止
25 黄りんﾏﾂﾁ 12185-10-3 安衛法（製造禁止物質）：製造･輸入・使用禁止
26 ﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝ及びその塩 92-87-5他 安衛法（製造禁止物質）：製造･輸入・使用禁止
27 四-ｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙ及びその塩 92-67-1他 安衛法（製造禁止物質）：製造･輸入・使用禁止
28 四-ﾆﾄﾛｼﾞﾌｪﾆﾙ及びその塩 92-93-3他 安衛法（製造禁止物質）：製造･輸入・使用禁止
29 ﾋﾞｽ（ｸﾛﾛﾒﾁﾙ）ｴｰﾃﾙ 542-88-1 安衛法（製造禁止物質）：製造･輸入・使用禁止
30 β -ﾅﾌﾁﾙｱﾐﾝ及びその塩 91-59-8他 安衛法（製造禁止物質）：製造･輸入・使用禁止

31
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ含有ｺﾞﾑのりで、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ容量がｺﾞﾑのりの溶剤（希釈剤を含む。）の
５％を超えるもの

71-43-2 安衛法（製造禁止物質）：製造･輸入・使用禁止

32 ｵｸﾀﾒﾁﾙﾋﾟﾛﾎｽﾎﾙｱﾐﾄﾞ 152-16-9 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
33 四ｱﾙｷﾙ鉛 75-74-1　78-00-2他 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
34 ｼﾞｴﾁﾙﾊﾟﾗﾆﾄﾛﾌｴﾆﾙﾁｵﾎｽﾌｪｲﾄ（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ） 56-38-2 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
35 ｼﾞﾒﾁﾙｴﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾄｴﾁﾙﾁｵﾎｽﾌｪｲﾄ（ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ） 867-27-6 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
36 ｼﾞﾒﾁﾙ-(ｼﾞｴﾁﾙｱﾐﾄﾞ-1-ｸﾛﾙｸﾛﾄﾆﾙ）-ﾎｽﾌｪｲﾄ 13171-21-6 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
37 ｼﾞﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙﾁｵﾎｽﾌｪｲﾄ（ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ） 298-00-0 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
38 ﾃﾄﾗｴﾁﾙﾋﾟﾛﾎｽﾌｪｲﾄ（ＴＥＰＰ) 107-49-3 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
39 ﾓﾉﾌﾙｵｰﾙ酢酸 144-49-0 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
40 ﾓﾉﾌﾙｵｰﾙ酢酸ｱﾐﾄﾞ 640-19-7 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
41 燐化ｱﾙﾐﾆｳﾑとその分解促進剤とを含有する製剤 20859-73-8 毒劇物法（特定毒物）：許可業者以外製造輸入販売禁止
42 ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸塩（ＰＦＯＳ) 1763-23-1 76/769/EEC、REACH（制限物質)
43 ｸﾛﾛﾊﾟﾗﾌｨﾝ（Ｃ10-13)、塩素化ﾊﾟﾗﾌｨﾝ（短鎖） 85535-84-8 REACH（制限物質）・高懸念物質
44 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 50-00-0 67/548/EEC
45 ﾍﾞﾘﾘｳﾑ及びその化合物 7440-41-7他 大気汚染防止法
46 六臭化ビフェニル 36355-01-8 EC規則　850/2004

オイル、グリス、ブッシュ など
金属加工冷却、ｼｰﾗﾝﾄ、塗料、ﾗｯｶｰ、ﾆｽ、定着剤、切削油剤
ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、中密度繊維板などを用いた木工製品、
ｾﾗﾐｯｸ原料、触媒、電極、金型、ばね材料
耐熱樹脂、基板類、ハーネスカバー、レギュレータ

殺虫剤
農薬、殺虫剤
殺虫剤
ネズミ駆除剤
殺虫剤
ネズミ、昆虫等のくん蒸駆除剤

殺虫剤
自動車用ガソリンのアンチノック剤
殺虫剤、ダニ駆除薬
農薬、殺虫剤

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂用紫外線吸収剤、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ建材
黄りんマッチ
有機顔料原料

ゴム老化防止剤、スチレンブタジエンゴム

酸化防止剤その他の調整添加剤、潤滑油
殺虫剤、殺ダニ剤（農業及び畜産用）
樹脂、ゴム、塗料、織物等の難燃剤、殺虫剤
防ダニ剤、農薬、殺虫剤、防虫剤
溶媒

殺虫剤等原料

殺虫剤

殺虫剤

殺虫剤

殺虫剤

白アリ駆除剤等

耐熱樹脂、基板類、ハーネスカバー、レギュレータ、発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ繊維、自動車ｼｰﾄ、
建材（保温材）、天然ゴム
防腐剤、塗料、顔料、冷媒、発泡剤、洗浄剤、安定剤、
漁網防汚剤、船底塗料等、船体、水没物の汚染防止用途

絶縁油、潤滑油、コンデンサ用油

機械油等

絶縁体、充填剤、摩擦材、断熱材、接着剤、ガスケット

光学ガラス、マグネトロン

主な用途（参考）

着色ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、樹脂、メッキ防錆処理、電着塗料、顔料、ｲﾝｷ、包装材、ＰＶＣ、ゴム(NBR他)、
潤滑剤、熱可塑性ｴｽﾄﾗﾏｰ、ﾀﾞｸﾛﾒｯｷ、酸洗剤中の防錆剤、六角ボルト、ナット
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ｺﾞﾑ(NBR他)・ﾌｨﾙﾑの安定剤、顔料、塗料、ｲﾝｷ、
包装材、ﾘｰﾄﾞ端子等のはんだ処理、外部電極、塩ビ安定剤、
真鍮、快削鋼、ｶﾁｵﾝ電着、ｶﾆｾﾞﾝﾒｯｷ（無電解Ｎi)、
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ｺﾞﾑ・ﾌｨﾙﾑの安定剤、合金、表面処理（メッキ等）、
顔料、塗料、ｲﾝｷ、包装材、バルブ、真鍮プラグ、
真鍮ホースニップル、真鍮内外ニップル
顔料、染料、塗料、ｲﾝｷ、ﾘﾚｰ・ｽｲｯﾁ・ｾﾝｻｰの接点、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸへの調剤、包装材、
金属エッチング、防腐剤

耐熱樹脂、基板類、ハーネスカバー、レギュレータ、発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ繊維、自動車ｼｰﾄ、
建材（保温材）、天然ゴム



付表１－２ 化学物質リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 物質名称 Cas.No. 法・規制名
47 炭酸鉛 1319-46-6 76/769/EEC
48 硫酸鉛 7446-14-2,15739-80-7 76/769/EEC
49 アジ化ナトリウム 26628-22-8 毒物及び劇物取締法/労働安全衛生法〔名称等表示〕
50 ヒ素化合物（ｱﾙｼﾝ、カコジル） 76/769/EEC、毒劇物法（医薬用外劇物）
51 フマル酸ジメチル（ＤＭＦ） 624-49-7 09/251/EC使用禁止物質
52 ｱｿﾞ染料・顔料 92-67-1他 76/769/EEC/独化学品禁止規則
53 アミン類（発がん性有、アゾ染料から生成された物（指定物質） 137-17-17 他 EU-D　76／769／EEC　（＋2002／61／EC，＋2003／3／EC）
54 ﾎﾟﾘ塩化ﾀｰﾌｪﾆﾙ（ＰＣＴ)　　（環境負荷物質管理基準値（閾値）） 61788-33-8 76/769/EEC/廃棄物処理法、REACH（制限物質)
55 塩素化炭化水素（指定物質） 75-35-4　他 EU-D　76／769／EEC
56 塩素化及び臭素化ダイオキシンあるいはフラン（全て） 55728-51-3　他 POPs条約　10ppbを超えて発生禁止

57 ｼﾞﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ化合物（ＤＢＴ）類
75113-37-0,
818-08-6　他

76/769/EEC、　REACH（制限物質）

58 2,4,6-ﾄﾘﾆﾄﾛ-5-tert-ﾌﾞﾁﾙ-1,3-ｷｼﾚﾝ、ムスクキシレン 81-15-2 REACH 認可対象物質
59 4,4'-ﾒﾁﾚﾝｼﾞｱﾆﾘﾝ、4.4'-ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ、ﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝ、4.4'-ｼﾞｱﾐﾉﾌﾞﾌｪﾆﾙ 101-77-9 REACH 認可対象物質
60 ﾍｷｻﾌﾞﾛﾓｼｸﾛﾄﾞﾃﾞｶﾝ（ＨＢＣＤＤ) 25637-99-4,3194-55-6 REACH認可対象物質

61
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）、ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）(ＤＥＨＰ、ＤＯＰ)、ﾍﾞﾝｾﾞ
ﾝ-1,2-ｼﾞｶﾙﾎﾞﾝ酸ｼﾞｵｸﾁﾙ

117-81-7 REACH 認可対象物質

62 ﾌﾀﾙ酸n-ﾌﾞﾁﾙ＝ﾍﾞﾝｼﾞﾙ＜ＢＢＰ＞、ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ、ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙﾌﾀﾚｰﾄ 85-68-7 REACH 認可対象物質

63 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ、ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾞﾁﾙ（ＤＢＰ） 84-74-2 REACH 認可対象物質

難燃剤（電子、電気機器、繊維）、安定剤
断熱筒、塩ﾋﾞ、自動車用塗料、柔軟材、ﾗｯｶｰ、ﾆｽ、粘着剤、
接着剤、可塑剤（塩ﾋﾞ、ｺﾞﾑ）、ThreeBond1344、
自動車用塗料、柔軟材、ﾗｯｶ、ﾆｽ、粘着剤、接着剤、可塑剤

合成ﾚｻﾞｰ、塩ﾋﾞ、ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽ、樹脂可塑剤、粘着剤、接着剤、塗料、ｱｻﾋﾍﾟﾝ製ｽﾄｰﾝ調
ｽﾌﾟﾚｰ、ﾗﾊﾞｰ、ﾀﾝｸﾊﾟｯｷﾝ、Oﾘﾝｸﾞ、ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ

電気絶縁体
皮革、発泡品、塗料、ゴム、接着剤等の製造時洗浄剤

樹脂（PVC、ウレタン等）の安定剤、塗料・接着剤・シーラントの硬化剤など

洗浄剤、吸収剤、吸着剤、表面処理剤、芳香剤、防臭剤
塗料、ﾗｯｶｰ、ﾆｽ、粘着剤、接着剤、ｴﾎﾟｷｼ樹脂硬化剤、

塗料
合成中間体　分析試薬
船体、水没物の汚染防止、木材の腐敗防止用途
防カビ剤
皮製部品、ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞﾙﾄ等の顔料
In dyes for texiles etc.   シート表皮、ライニング等

塗料

主な用途（参考）



付表１－３ 化学物質リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●監視物質
No 物質名称 Cas.No. 法・規制名

1 ｱﾝﾄﾗｾﾝ 120-12-7 REACH高懸念物質

2 塩化ｺﾊﾞﾙﾄ（Ⅱ） 7646-79-9 REACH高懸念物質、67/548/EEC

3 五酸化ヒ素、五酸化ニヒ素、酸化ヒ素 1303-28-2 REACH高懸念物質、67/548/EEC

4 三酸化ニヒ素、三酸化ヒ素 1327-53-3 REACH高懸念物質、67/548/EEC

5 ﾆｸﾛﾑ酸ﾆﾅﾄﾘｳﾑ、二水和物、重ｸﾛﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ、ﾅﾄﾘｳﾑｼﾞｸﾛﾒｰﾄ 7789-12-0 REACH高懸念物質、要認可物質候補

6 ﾋﾞｽ（ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ）＝ｵｷｼﾄﾞ（ＴＢＴＯ）、ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞｵｷｼﾄﾞ 56-35-9 REACH高懸念物質、化審法（製造禁止物質）

7 ヒ酸水素鉛 7784-40-9 REACH高懸念物質、67/548/EEC

8 ヒ酸ﾄﾘｴﾁﾙ 15606-95-8 REACH高懸念物質、67/548/EEC

9 アントラセン油 90640-80-5 REACH高懸念物質（10年/1月発令）

10 アントラセン油、ペースト (軽質留分) 91995-17-4 ↑

11 アントラセン油、ペースト、アントラセン留分 91995-15-2 ↑

12 アントラセン油、アントラセン低温留分 90640-82-7 ↑

13 アントラセン油、ペースト 90640-81-6 ↑

14 フタル酸ジイソブチル 84-69-5 ↑

15 ２，４－ジニトロトルエン 121-14-2 ↑

16 高温コールタールピッチ 65996-93-2 ↑

17 りん酸トリス（２－クロロエチル）＝ホスファート 115-96-8 ↑

18 アルミノシリケート、耐火性セラミック繊維

Index no. 650-017-00-8 (Index
number 650-017-00-8, Annex
VI,  CLP Regulation (Regulation
(EC) No 1272/2008) で規制され
る全ての繊維耐火物)

↑

19 ジルコニアアルミノシリケート、耐火性セラミック繊維

Index no. 650-017-00-8 (Index
number 650-017-00-8, Annex
VI,  CLP Regulation (Regulation
(EC) No 1272/2008) で規制され
る全ての繊維耐火物)

↑

20 C．I．ピグメント イエロー３４ 1344-37-2 ↑

21 Ｃ．Ｉ．ピグメント レッド１０４ (C.I.: Colour Index) 12656-85-8 ↑

22 クロム酸鉛（II） 7758-97-6 ↑

23 アクリルアミド 79-06-1 REACH高懸念物質（10年/3月発令）

24 １，１，２－トリクロロエテン 79-01-6 REACH高懸念物質（10年/6月発令）

25 ホウ酸 10043-35-3 / 11113-50-1 ↑

26
七酸化二ナトリウム四ホウ素 (水和物)
四ほう酸ナトリウム（無水物）

1330-43-4 / 12179-04-3 /
1303-96-4

↑

27
七酸化二ナトリウム四ホウ素水和物
四ほう酸ナトリウム塩（水和物）

12267-73-1 ↑

28 テトラオキシドクロム酸二ナトリウム（クロム酸ナトリウム 無水物） 7775-11-3 ↑

29 テトラオキシドクロム酸二カリウム（クロム酸カリウム） 7789-00-6 ↑

30 ヘプタオキシド二クロム酸二アンモニウム（２クロム酸アンモニウム） 7789-09-5 ↑

31 ヘプタオキシド二クロム酸二カリウム（重クロム酸カリウム） 7778-50-9 ↑

32 硫酸コバルト（ＩＩ） 10124-43-3 REACH高懸念物質 （10年/10月発令）

33 硝酸コバルト（ＩＩ） 10141-05-6 ↑

34 炭酸コバルト（ＩＩ） 513-79-1 ↑

35 酢酸コバルト（ＩＩ） 71-48-7 ↑

36 ２－メトキシエタノール 109-86-4 ↑

37 ２－エトキシエタノール 110-80-5 ↑

38 三酸化クロム（ＶＩ） 1333-82-0 ↑

39

三酸化クロム及びそれらのオリゴマーから発生する酸類：
・クロム酸
・二クロム酸
・クロム酸及び二クロム酸のオリゴマー

7738-94-5
13530-68-2

↑

アントラセン生産、カーボンブラック。高炉などで使用。

触媒製造、合成原料、表面処理剤、合金、顔料製造、染料、ゴムの粘着剤、飼料添加剤など

溶媒、中間体、燃料添加剤

溶媒、中間体

金属表面処理、木材の耐水防腐剤

三酸化クロム水溶液中に生成される。従って、三酸化クロムを使用した水性溶媒を
使用する際に、これら物質が生成されることに注意。

クロム酸塩の製造、酸化剤、媒染剤、顔料、インキ

グラビア印刷の写真製版、染料・染色、有機合成の化剤・触媒

顔料ジンククロメートの原料、媒染剤、有機合成の酸化剤・触媒、ッチ・花火・医薬品などの原料、
着火剤

合成原料として主に使用される。他用途として、触媒、乾燥材、メッキなどの表面処理、
防腐食剤、顔料製造、ガラスや陶器などの漂白剤、電池、動物飼料添加剤、土壌用肥料など

合成原料、触媒製造、表面処理剤、電池など

触媒製造に用いられる。その他、飼料添加剤、合成原料や顔料、グランドコートフリットなど

工場廃水、下水処理、化学工場での沈降促進用の凝集剤、土壌改良剤、
繊維の改質および樹脂加工、紙力増強剤、塗料、接着剤、石油回収剤など

金属機械部品などの脱油脂洗浄、溶剤（生ゴム、染料、塗料、油脂、硫黄、ピッチ、
カドミウムなど）、殺虫剤、羊毛の脱脂洗浄、皮革、膠着剤洗剤、繊維工業、
抽出剤（香料）、繊維素エーテルの混合

ガラス、医薬品（防腐消毒薬、あん法料）、ほうろう、繊維工業用、ニッケルメッキ添加
（コンデンサ）、防火剤　防腐剤、染料製造、殺虫剤、顔料、融剤、
触媒（ホウ酸塩類の製造）、人造宝石、化粧品、写真薬、皮革工業用（仕上げ）、
陶器用（釉薬）、高級セメント、ろうそくの芯　防火原料、エナメル、ペイント、チック、
石けん、結晶育成原料など。

ほうろう鉄器、ガラス、陶磁器、金属ろう付、皮なめし　なっ染、防腐剤、医薬品、化粧品、
熱処理剤、写真、顔料（ギネーグリーン）、なたねの増産用、乾燥剤用（ホウ酸鉛、
ホウ酸マンガン）、過ホウ酸塩原料、硬水軟化剤　防腐剤、不凍液原料、
コンデンサ用化成原料、化粧品原料

ガラス、ガラスファイバー、洗浄剤、接着剤、難燃剤、殺虫剤、肥料

試薬

塩化ビニル、ウレタンフォーム、ポリエステル、エポキシ樹脂用難燃剤、可塑剤

耐火材。

耐火材。

油性、合成樹脂塗料の原料、印刷インキ、合成樹脂の着色、油絵、建材、鉛筆、紙染、ゴム

塗料、印刷インキ、合成樹脂、絵具、クレヨンなどの着色剤

顔料、塗料。

塩化ビニル、ポリアクリレート等の樹脂用可塑剤

色素原料，医薬原料，合成ゴム，プラスチックス、爆薬などの中間体

主に電極棒。

表面処理剤、塗料、顔料、電気ﾒｯｷ添加剤、
金属表面酸化防止剤
漁網防汚剤、船底塗料等、ﾗｯｶｰ、ﾆｽ、防ｶﾋﾞ剤、木材処理剤

殺虫剤、除草剤、木材処理剤

殺虫剤、木材処理剤

主な用途（参考）
腐食抑制剤、ｱﾝトﾗｷﾉﾝ原料、ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ原料、染料原料

ｐＨ指示薬、ｶﾞﾗｽ陶器等の顔料、表面処理剤、還元剤（金属工業、ｺﾞﾑ工業）
ヒ素化合物製剤、飽和剤、木材防腐、銅・鉛・金合金、
特殊ｶﾞﾗｽ
難燃剤、防火剤、殺鼠剤、木材防腐剤、触媒原料、顔料原料、農薬、ｶﾞﾗｽの脱色、脱硫剤、
媒染剤、魚網、皮革の防腐剤、医薬品、金属ヒ素、ヒ素化合物製剤



付表１－４ 化学物質リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 物質名称 Cas.No. 法・規制名
40 酢酸2-エトキシエチル 111-15-9 REACH高懸念物質 （11年/2月発令）

41 クロム酸ストロンチウム
7789-06-2
7789-06-2

↑

42
1,2-ベンゼンジカルボン酸、炭素数7～11の分岐および直鎖アルキルエステ
ル類

68515-42-4 ↑

43 ヒドラジン 7803-57-8、302-01-2 ↑

44 1-メチル-2-ピロリドン 872-50-4 ↑

45 1,2,3-トリクロロプロパン 96-18-4 ↑

46
1,2-ベンゼンジカルボン酸、炭素数7の側鎖炭化水素を主成分とする炭素数
6～8のフタル酸エステル類

71888-89-6 ↑

47 二塩化コバルト、無水 塩化コバルト(Ⅱ) 7646-79-9 ↑

48 ｾﾚﾝ及びその化合物 7783-00-8等

49 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ及びﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ混合物 9002-86-2 労働安全衛生法〔名称等表示〕

50

ｵｿﾞﾝ層破壊物質
（ｸﾛﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝＣＦＣ、ﾊｲﾄﾞﾛｸﾛﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝＨＣＦＣ、ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝＨＦ
Ｃ、
ﾊｲﾄﾞﾌﾞﾛﾓﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝＨＢＦＣ、ﾊﾛﾝ類、四塩化炭素、1,1,1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｸﾛ
ﾛﾒﾀﾝ、臭化ﾒﾁﾙ）

75-71-8
812-04-4
2252-84-8
75-82-1
354-48-3　他

モントリオール議定書オゾン破壊物質

51 ヘキサクロロ-１、3-ブタジエン（HCBD) 87-68-3 POPs条約、カナダ国内法(SOR/SCR/2005-41)

52 ﾓﾉﾒﾁﾙ－ﾃﾄﾗｸﾛﾛ－ｼﾞﾌｪﾆﾙ　ﾒﾀﾝ 76253-60-6 76/769/EEC

53 ﾓﾉﾒﾁﾙｼﾞｸﾛﾛｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ 81161-70-8 76/769/EEC

54 ﾓﾉﾒﾁﾙｼﾞﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ（ＤＢＢＴ) 99688-47-8 76/769/EEC

55 ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙﾍﾟﾝﾀﾌﾞﾛﾓ誘導体（0.1W%以下） 32534-81-9 76/769/EEC

56 ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙｵｸﾀﾌﾞﾛﾓ誘導体（0.1W%以下） 32536-52-0 76/769/EEC

57 ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸及びその塩（ＰＦＯＡ) 335-67-1他 将来ﾉﾙｳｪｰ国内法やｽﾄｯｸﾎﾙﾑ条約が採択の可能性

58 ﾄﾘｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ 102-71-6 Ｎorway Bestilling snr.463（ﾉﾙｳｪｰ向け冷却液での使用禁止）

59 ﾒﾀﾉｰﾙ 67-56-1 SFS　1985：840(北欧向け使用禁止)

60 ノニルフェノール 25154-52-3 76/769/EEC、スイス国内法-閾値有り

61 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物
7440-36-0、
1309-64-4他

大気汚染防止法、EUD67/548/EEC

62 N-ニトロソアミン（指定物質）
62-75-9 カナダ国内法（SOR/SOR/2005-41)

ドイツ国内法（TRGS　552,　TRGS615）

63 ノニルフェノールエトキシレート（全て） 26264-02-8　など EU-D　76／769／EEC　（＋2003/53/EC)

64 多環芳香族炭化水素（PAH;PCAH)
50-32-6等 EU-D 76/769/EEC　　　（+2005/69/EC)

EU-R　1272/2008/EEC

65 塩化ビニル(モノマー） 75-01-4 EU-D 76/769/EEC エアゾール　高分子中の残留モノマー

燃料、染料、顔料、塗料、香料中間体、溶剤、洗浄剤、殺菌剤、防かび剤、防汚剤、医薬、
医薬中間体、合成中間体、化学合成原料等その他、消毒セッケン、エタノールの変性剤、
ワニス、不凍液、光沢剤

非イオン系界面活性剤、ウインドウウォッシャ-液、洗浄剤、分散剤

顔料、塗料、触媒、難燃剤、安定剤、光学ﾚﾝｽﾞ、はんだ、ｲﾝｷ、ｺｰｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

ウレタンフォーム（発泡剤）、揮発性防錆剤

ウインドウォッシャー液など

タイヤ

 難燃剤

 難燃剤（ABS,HIPS,and LDPE)

ﾌｯ素系のｵｲﾙ、ﾜﾆｽ、ｸﾞﾘｽ、樹脂、ｺﾞﾑ、ﾀﾝｸﾊﾟｯｷﾝ離型剤

溶剤、洗浄剤、洗剤、殺虫剤、防虫剤、合成中間体、可塑剤、触媒、金属防錆・防蝕剤、
各種添加物等その他、つや出し、ワックス、乳化剤、靴墨、繊維の柔軟剤原料、
ガス精製、ＰＨ調節剤、中和剤

半導体材料、感光体、顔料、塗料、受光素子

ﾊﾟｲﾌﾟ、雤どい、ﾎｰｽ、硬質・軟質ﾌｨﾙﾑ、ｱﾝﾀﾞｰｺｰﾄ、電線被覆、合成樹脂、断熱筒

冷媒、消火器、溶剤「、洗浄剤

臭素系難燃剤

主な用途（参考）



付表２ ＳＯＣ管理基準値（閾値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注記】 

１． 区分の適用   

A； ELV+RoHS+他得意先 自動車、建産機、2輪、汎用 関係 

Ｂ； RoHS ベース得意先 電子機器、家電 関係 

 ※上記をベースとしますが、得意先の要求で異なる場合も有りますので、図面指示に従って下さい。（図

面指示が優先です） 

２．「意図的添加」とは、 

  ELV では２００５年に削除されましたが、ELV の定義は、「最終製品に特定の特徴、外見もしくは質を

提供するために、故意に利用されたこと」。   

新製品製造の供給材料としてリサイクルされた材料を使用することは、規制される金属をいくらかは

含むかもしれないが、意図的に導入されたとは考えない」としていました。   

JIG では、「特定の特性、外観、または品質をもたらすために継続的な含有が望ましい場合に、製

品または部品の形成時に故意に使用すること」。   

天然存在やリサイクルでの混入などは「やむを得ない」とする考え。   

   

なお、RoHS 指令は 当初から意図的、非意図的の用語はありません。 

 

３．閾値の分母は、ELV，RoHS とも Homogeneous Material（均質材料叉は均質物質）でその定義は，ELV ガ

イダンスドキュメント，RoHS ガイダンス（FAQ）に示されている。   

  塗装、印刷、めっきなどの単層又は複層の場合にはそれぞれの単層ごとの状態となります。但し単層／

複層を分離して数値を求めることが困難な場合は分離可能な最小単位を均質な単層とします。 

  

 ・均質物質とは： 機械的に別々の材料に分離できない物質  

 ・均質とは： 組織全体が均質と理解する  

  （例：プラスチック、金属、ガラス、セラミック、合金、ボード、コーティング） 

・機械的に分離とは： 原則としてネジ外し、切断、粉砕、研磨、研削、はんだ除去など機械的行為

による材料の分離を示す。 

  （例：半導体 PKG の成型樹脂、リード表面めっき、リード合金） 

 

 

 

 

 

 

 

●環境負荷物質管理基準値（閾値）

区分の適用

A：ELV+RoHS+他得意先 Ｂ：RoHSベース得意先

自動車、建産機、2輪、汎用　関係 電子機器、家電　関係

　※製品を構成する均質物質に含有される負荷物質の閾値（シキイチ）は下表によります。
　　

Ａ Ｂ
カドミウム

　及びその化合物
カドミウムメッキ
　(道路用、農業用車両）

鉛 意図的添加禁止かつ 意図的添加禁止かつ
　及びその化合物 　０.０1wt％（１００ ppm）以下 　　０.０５wt％（５００ppm）以下

鋼合金
　（快削鋼）
アルミニウム合金
　（全ての用途）
銅合金
　（全ての用途）
高融点はんだ
電子基板のはんだ及び
　ｶﾞﾗｽ上以外の電気装置
　のはんだ

六価クロム化合物 意図的添加禁止かつ
　　０.１wt％（１０００ppm）以下

　　全クロム

水銀 意図的添加禁止かつ
　及びその化合物 　　０.０１wt％（１００ppm）以下

PBB類 意図的添加禁止かつ
（ﾎﾟﾘ臭化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ） 意図的添加禁止かつ 　０.１wt％（１０００ppm）以下

　　０.１wt％（１０００ppm）以下
PBDE類 ３００ ppm以下
（ﾎﾟﾘ臭化ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ） 全臭素 

PCT
(ポリ塩化ターフェニル）

梱包材

０.００５wt％以下

REACH高懸念物質 　　０.１wt％（１０００ppm）以下 成形品重量中の含有量

鉛、水銀、カドミウム、六
価クロム

梱包材 ４重金属の合計として、０．０１wt％(１００ ppm)以下
梱包を構
成する各

手などが触れやすい部分 ３００ ppm以下

使用禁止

　０.１wt％（１０００ppm）以下　

使用禁止

特定臭素系難燃剤

０.３５　wt％以下

０.４　wt％以下

４　wt％以下

使用禁止

樹脂・ｺﾞﾑ・顔料・ｲﾝｷ等 意図的添加禁止かつ　０.０1wt％（１００ ppm）以下

化学物質名 用途等
区　　分

下記以外全て
意図的添加禁止かつ

均質材料
または
均質物質
重量中の
含有量

　　０.００７５wt％（７５ppm）以下

使用禁止

下記以外の金属


